
林地開発許可申請に必要な書類 
 

書類等の名称 規則の条項等 作 成 要 領 

林地開発許可申

請書 

規則第４条第１項 

（様式第１号） 
１ 開発行為に係る森林の所在場所が複数ある場

合は、代表する所在場所及び他の筆数を記入する

こと。 

２ 開発行為に係る森林の土地の面積は、実測でヘ

クタールを単位とし、小数点以下は４位にとど

め、小数点以下５位を切り捨てること。 

３ 森林を開発する行為の実施主体、当該行為の期

間又は当該行為が行われる場所の相違にかかわ

らず、当該行為の計画について相互に関連がある

ものは、それらを一体の開発行為として、申請を

行うこと。 

４ 開発行為の着手予定年月日は、特定の年月日が

明らかでない場合は「許可の日から」とすること。 
５ 開発行為の完了予定年月日は、特定の年月日が

明らかでない場合は「許可の日（又は着手の日）

から○年以内」等とすること。 

６ 開発行為の施行体制の欄には、開発行為の施行

者を記載するとともに、その施行者に防災措置を

講ずるために必要な能力があることを証する書

類を添付すること。なお、申請時において開発行

為の施行者が確定していない場合における当該

欄の記入については、開発行為に着手する前に必

要な書類を提出することを誓約する書類等の提

出をもってこれに代えることができる。 

７ 備考は、開発行為を行うことについて行政庁の

許認可その他の処分を必要とする場合には、「別

紙のとおり」と記載し、他法令等の許認可の手続

状況一覧表（様式第６号）に一括記入すること。 

８ 開発行為を行うことについて環境影響評価法

（平成９年法律第81号）、鳥取県環境影響評価条

例（平成10年鳥取県条例第24号）その他の法令又

は条例に基づく環境影響評価手続を必要とする

場合には、備考欄にその手続の状況を記載するこ

と。 

林地開発変更許

可申請書 

規則第４条第１項 

（様式第２号） 

１ 氏名を自署する場合には、押印を省略することが

できる。 

２ 林地開発許可申請書（様式第１号）に準じて作成

すること。 

３ 変更の内容は、主な変更点について簡潔に記載す

ること。 

４ 変更の理由は、変更理由を簡潔に記載すること。 



５ 添付書類は、変更前及び変更後の区別を明示する

こと。 

林地開発行為変

更届 

規則第４条第３項 

（様式第３号） 

１ 氏名を自署する場合には、押印を省略することが

できる。 

２ 林地開発変更許可申請書（様式第２号）に準じて

作成すること。 

３ 変更の内容は、主な変更点について簡潔に記載す

ること。 

４ 変更の理由は、変更理由を簡潔に記載すること。 

５ 添付書類は、変更前及び変更後の区別を明示する

こと。 

位置図 規則第５条第１項 縮尺５万分の１以上の地形図に、開発事業区域の位

置を明示すること。 

区域図 規則第５条第２項 縮尺５千分の１以上の等高線が記載された図面に、

次の事項を明示すること。 

ア 開発事業区域（区域界は赤線で囲む）、その一

部が開発しようとする森林である場合には、その

森林区域界（区域界は緑線で囲む） 

イ 開発事業区域内及び隣接地の県市町村界、大字

界、字界及び名称、地番界、地番 

林地開発事業計

画書 

規則第５条第３項第１号 

（様式第４号） 

１ 一時的利用計画の欄は、一時的に他用途に利用す

る計画がある場合には、その内容等について記載す

ること。 

２ 当該森林及び下流における水需給の状況の欄は、

周辺の地域又は下流における水源等の有無及び水

利用の状況について記載すること。 

３ 許可計画の内容を変更しようとする場合にあっ

ては、変更前及び変更後の区別を明示すること。 

工事工程（工区）

計画表 

規則第５条第３項第２号 

（様式第５号） 

別添参考様式第４号 

１ 開発行為の内容に応じて工区別及び工種別に区

分し、具体的に記入すること。 

２ 着工予定年月日及び完了予定年月日が明らかで

ない場合は、見込みで記入すること。 

３ 工種は、開発行為の内容に応じて具体的に区分す

ること。 

４ 仮設の防災施設を設置する場合は、その内容につ

いても記述すること。 

５ 工程は、防災施設（仮設含む）に係るものを先行

させること。 

６ 記載例は参考様式第４号を参考にすること。 

全体計画及び期

別計画の概要 

規則第５条第３項第３号 

（様式第６号） 

１ 全体計画及び期別計画がある場合に記載するこ

と。 

２ 開発後の用途別面積の欄の計は、開発事業区域面

積と一致させること。 

防災計画概要表 規則第５条第３項第４号 

（様式第７号表面） 

１ 防災計画の概要について記載すること。 

２ 仮設の防災施設を設置する場合は、全体の施行工

程において具体的な箇所及び施行時期を明らかに



するとともに、仮設の防災施設の設計は本設のもの

に準じて行うこと。 

災害が発生する

おそれがある区

域等における災

害防止措置概要

表 

規則第５条第３項第４号 

（様式第７号裏面） 

１ 事業区域内に左欄に掲げる区域が含まれる場合

は、災害を防止するための十分な容量及び構造を有

するえん堤、排水施設、洪水調節池、森林の残置、

なだれ防止措置その他の災害防止措置を開発行為

に先行して講ずることとし、「災害防止措置」の欄

にその内容を記載すること。 

２ 裏面の表は、林地開発許可申請書（様式第１号）

を提出する場合に限り記載すること。 

残置森林等の維

持管理計画書 

規則第５条第３項第５号 

（様式第８号） 

残置森林等の維持管理計画について記載すること。 

残置森林等配置

図 

 １ 縮尺５千分の１以上の等高線が記載された図面

に、開発事業区域、残置森林、造成森林及び開発行

為を行った後に森林以外となる区域を明示するこ

と。 

２ 全体計画がある場合には、１に準じて作成するこ

と。（１とは別葉で可） 

３ 開発事業区域の区域界を赤線で表示すること。 

４ 残置森林、造成森林、開発後森林以外となる区域

を表示し、これらの形態別に着色すること。（残置

森林は緑色とすること。） 

※実測図かつ等高線が鮮明に判読できるものとする

こと。 

境界杭設置位置

図 

 事業区域の境界杭の設置位置を明示すること。 

※事業区域（残置森林区域の外周）について、屈曲

点のほか、２０ｍごとに杭を設置すること。 

現況図 規則第５条第３項第６号 縮尺２千５百分の１以上の等高線が記載された図

面に、次の事項を明示すること。 

ア 開発事業区域（区域界は赤線で囲む。） 

イ 森林の現況（人工林・天然林等の別に着色し、

樹種、林齢を記入する。） 

ウ 事業区域の周辺の人家又は公共施設の位置 

流域現況図 規則第５条第３項第７号  流域の地形、土地利用の状態、河川の状況（河川の

位置、開発行為に伴うピーク流量の増加率が１％以上

となる範囲、開発に伴い増加するピーク流量を安全に

流下させることができない地点の位置等）を明示する



こと。 

利用計画図 規則第５条第３項第８号 縮尺２千５百分の１以上の等高線が記載された図

面に、次の事項を明示すること。 

ア 開発事業区域（区域界は赤線で囲む。）及び地

番界 

イ 切土、盛土、捨土、排水施設、道路等の造成計

画、残置森林等の区域及びこれらの形態別の着色

（残置森林は緑色とする。） 

ウ 全体計画及び期別計画がある場合には、その計

画（別図面でも可。） 

エ 土石等の採掘、残土埋立等開発期間が長期にわ

たるもので仮設防災施設の位置が変わるもの等

については施工中の利用計画図も作成すること。 

※実測図とすること。 

土工標準図 規則第５条第３項第９号 法面勾配、土質、小段計画、法面保護、植栽計画等

を明示すること。 

縦断図及び横断

図 

規則第５条第３項第９号 土量計算に必要な箇所について、利用計画図と対比

できるように明示すること。 

※実測図かつ等高線が鮮明に判読できるものとする

こと。 

防災施設の設計

図及び設計根拠 

規則第５条第３項第10号 よう壁、えん堤、排水施設、洪水調節池、沈砂池等

の防災施設（仮設含む）の縦横断図、構造図、土工定

規図等の設計図のほか、各種安全計算等の算出根拠及

び設計根拠を添付すること。 

建物その他工作

物の概要図 

規則第５条第３項第11号  

森林の所在場

所、面積及び権

利関係一覧表 

規則第５条第３項第12号 

（様式第９号） 

１ 開発行為をしようとする森林について、一筆ごと

に記入すること。 

２ 面積は、実測でヘクタールを単位とし、小数点以

下は４位にとどめ、小数点以下５位を切り捨てるこ

と。 

３ 所有権者の住所及び氏名は、登記記録のとおりと

し、同意等の取得の相手方が登記記録の住所及び氏

名と異なる場合には、（ ）で二段書きとすること。 

４ 所有権の欄の権原の取得状況は、申請者名義のも

のは「所有」と、これ以外のものは「売買（賃借）

契約」、「施行（開発）同意（承諾）」等権原の取得

等の状況に合致した内容を記入すること。 

５ 所有権以外の権利関係の欄の権利の種類は、抵当

権、地上権等登記上の権利を記入し、権利者の住所

及び氏名並びに権原の取得状況は、３及び４に準じ

て記入すること。 

６ 区分の欄には、次の区分により記入すること。 

開発行為に係る森林に該当する地目：開 

残置森林に該当する地目：残 



開発行為に係る森林及び残置森林の両方に該当

する地目：開・残 

森林以外の所在

場所、面積及び

権利関係一覧表 

規則第５条第３項第13号 

（様式第10号） 

１ 事業区域内の森林以外の土地のうち防災施設の

設置その他の事業の施行に伴い開発者が使用する

土地について、一筆ごとに記入すること。 

２ 権原の取得状況の欄の年月日は、売買契約、同意

等の年月日を記入すること。 

３ 備考欄は、えん堤、排水施設、洪水調節池等の用

途を記入すること。 

４ 地目ごとに小計し、その他は森林の所在場所、面

積及び権利関係一覧表（様式第11号）に準じて記入

すること。 

権原の取得状況

を証明する同意

書の写し 

規則第５条第４項 

（様式第11号） 

 

他法令等の許認

可の手続状況一

覧表 

規則第５条第５項第３号 

（様式第12号） 
１ 他法令等の許認可の手続の状況について記載す

ること。 

２ 他法令等の許認可の手続の状況を証明する書類

（許認可書、担当部局の受付印が押印された申請書

等）の写しを添付すること。 

資金計画書 規則第５条第６項第４号 

（様式第13号） 

１ 処分収入の内容については、備考欄に具体的に記

入すること。 

２ 防災施設に係る費用は自己資金又は借入金によ

り支出できるものであること。 

添付書類 預金残高証明書、融資証明書その他の収入

を証明する資料（自己資金又は借入金を当該事業に

係る収入とする場合に限る。） 

開発事業区域を

管轄する集落住

民の代表者の同

意書の写し 

別添参考様式５号 軽微な変更以外の変更を行う場合は、再度同意書を

取得すること。 

排水先の河川等

の管理者の同意

書の写し 

別添参考様式６号 排水先の河川等とは、直接の排水が接続する河川ま

たはその他の排水施設とする。 

軽微な変更以外の変更を行う場合は、再度同意書を

取得すること。 

河川等の管理者

との協議録 

別添参考様式７号 １ 排水施設の計画にあたり、開発による影響を受け

る河川等を管理する者と狭窄部等について協議した

結果が分かる協議録を添付すること。 

２ 記載例は参考様式第７号を参考にすること。 

３ 軽微な変更以外の変更を行う場合は、再度提出す

ること。 

境界確認書 別添参考様式８号 事業区域の隣接地の土地所有者又は利害関係者と境

界確認の立会を行った内容を記入すること 

用地選定理由書  用地選定に至った経緯、理由等を記載すること。（全

体計画に基づいて区域を拡大する場合を除く。） 



現況写真  事業区域の現況写真に、その撮影方向を記載した現

況図を添付すること。 

開発協定書  １ 烏取県開発事業指導要綱（昭和60年7月12日付発

土第76号。以下「指導要綱」という。）の適用とな

る開発事業の場合は、指導要綱第10条の規定による

関係市町村長との開発協定書の写し 

２ それ以外の開発事業にあっては、関係市町村等と

協定等を締結している場合は、その写し 

住民説明会等の

開催概要書類 

規則第５条第３項第14

号 

住民説明会等の開催日時、対象地区、参加人数、説

明の概要、意見及び意見に対する対応状況等を記載す

ること。 

軽微な変更以外の変更を行う場合は、再度の説明会

の要否について、関係自治体と相談すること。 

景観への配慮状

況書類 

規則第５条第３項第14

号 

  景観の維持のために十分配慮したことを示す太陽

光パネルやフレーム等の色彩・反射光・修景等の措置

状況を記載すること。 

軽微な変更以外の変更を行う場合は、再度提出する

こと。 

身分を証する書

類 

 １ 申請者が法人の場合は、当該法人の登記事項証明

書の写し。 

２ 法人でない団体の場合は、代表者の氏名並びに規

約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを

記載した書類の写し 

３ 個人の場合は、住民票の写し若しくは個人番号カ

ード（行政手続きにおける特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第

２７号。）第２条第７項に規定する個人番号カード

をいう。）の写し又はこれらに類するものであって

氏名及び住所を証する書類 

４ 申請日前３か月以内に取得した最新の情報が記

載されたものであること。 

土地に係る登記

事項証明書 

 １ 様式第11号及び第12号の土地に係る登記事項証

明書の写し 

２ 申請日前３か月以内に取得した最新の情報が記

載されたものであること。 

土工配分図  別荘地、スキー場及びゴルフ揚の造成、宿泊施設又

はレジャー施設の設置に係る開発行為にあっては、切

士及び盛土の移動方向及び土量を明示すること。 

※実測図かつ等高線が鮮明に判読できるものとする

こと。 

公図  法務局の土地台帳附属地図の写しに開発事業区域

界を赤線で囲むこと。枚数が複数で判読が困難となる

場合等には適宜の方法により集合図を作成すること。 

面積算出根拠  １ 鳥取県林地開発条例施行規則 様式第４号「林地

開発事業計画書」に記載する面積の算出根拠を集計

表、図面等で示すこと。 



２ 面積算出方法は原則として次のいずれかによる

ものとする。 

  なお、プラニメーターによる場合には三回読みの

平均値とすること。 

 ア 三斜切り 

 イ プラニメーター 

 ウ 座標計算 

 エ ＣＡＤ 

土量計算書  切土、盛土及び捨土の土量算定根拠を明らかにする

こと。 

注 

１ 図面には、縮尺、方位及び記号の凡例等を記入すること。 

２ 明示事項の多少により、別葉あるいは他の図面に合わせて明示するなど適宜作成すること。 

３  Ａ４判に製本すること。 

４  図面を図面袋等に格納する場合には、図面の名称一覧表を添付すること。 

５  図面以外の書類には、見出しラベルを付けること。 

 


